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1.　は じ め に

　2020 年 6 月，土木学会にインフラメンテナンス総合委
員会が設置され，9 月開催の全国大会において「インフ
ラメンテナンス，次のステージへ　～自治体，市民，土
木学会，それぞれの役割は～」および「社会インフラメ
ンテナンスに関わる新技術の開発と活用拡大を考える－
取組みと提言」というテーマでの研究討論会がオンライ
ンで開催された。そこでは産官学＋民によるインフラメ
ンテナンスへの取組みと ICT 等の新技術の活用につい
て討論がなされた。
　また，根本祐二教授（東洋大学）は，経済学者の眼か
ら，石油危機時代の「省エネルギー」のインフラ版とし
て「省インフラ」を提言され，インフラを①受益者負担
型インフラ（上下水道・エネルギー・交通等），②公共施
設（学校・公営住宅・庁舎等），③土木インフラ（道路・
橋りょう等）に分類し，それぞれについてのインフラ老
朽化対策を述べておられる1）。今まで通りのインフラを
目指すのではなく，今までよりも格段に少ない量で国土
や地域を支えるという提言である。
　一方，頻発する自然災害時の復旧事業の担い手として
も対処し得る技術者の育成と，インフラ整備に対する国
民・市民の合意も必要である。藤井聡教授（京都大学）
は，本誌で次のように述べておられる2）。
　「わが国は地震は言うまでもなく，台風や梅雨前線等
による集中豪雨によって引き起こされる「水害」「土砂
災害」「高潮」といった自然災害が多発している。土木
学会では「国難級」の自然災害に対して，「レジリエン
スの確保に関する技術検討委員会」で検討され，国難災
害被害を経済被害，資産被害，財政的被害の 3 種類で推
計され，それを避けるための具体策と効果について提示
されている。さらに，パンデミックに対して強靭な国家
を作り上げるには，一極集中の緩和，分散国土の形成が
必須である。また，国土強靭化を行えば GDP 1 000 兆円
の未来，行わなければ 250 兆円の未来になるだろう。」
　大学での工学部以外の学生に対する講義や市民向けの

講演で，インフラの重要性を啓発するために，「インフ
ラとは “人間が人間らしい生活を送るために必要な大事
業” であり，“膨大な経費をかけ多くの人々が参加し長い
歳月を要して現実化するもの”」と塩野七生氏の「ローマ
人の物語Ⅹ」3）の一節をよく引用している。また，大石久
和氏（第 105 代土木学会会長，元国土交通省技監）が，

「“ドイツの競争力” は質の高い交通インフラ整備による
ものであり，それ故にドイツ人は 1 年に 150 日休んでも
仕事が回る4）」，および「IMF（国際通貨基金）は新自由
主義経済学の緊縮財政を迫って小さな政府を要求してい
た時代とまったく様相を異にし，今では “公共インフラ
への投資の増大は残された数少ない成長促進のための政
策手段である” とインフラ整備の重要性を説くほどに変
貌した5）」と指摘されていること等を紹介している。
　本文では，地方でのインフラ整備の必要性とインフラ
の長寿命化に対する道守講座や新技術の開発・社会実装
への取組みにおける長崎における実績を踏まえて，今後
の展開に資するいくつかの取組みを紹介するとともに，
課題や今後の展望について述べる。

2.　インフラ長寿命化センターと道守養成講座

　2007 年 1 月に長崎大学工学部では重点研究構想の下に
インフラ長寿命化センターは設立された。「ヒト・モノ・
バショ・カネも何もないバーチャルなセンターで，外部
資金を獲得し，実質的なセンターとして機能させたい。」
と教授会議事録にはある。外部資金獲得に際して，橋だ
けでなくトンネルや斜面や道路舗装を含む道路ネットワー
クを見守る組織としての道守講座の設立を目標とした。
その先に，川，海，山，森，島を守る人，最後は “防人

（さきもり）” と考えていた。
　2008 年度文部科学省科学技術戦略推進費に「観光ナガ
サキを支える道守養成ユニット」が採択された。道守の
使用について道守会議九州副代表（当時）森将彦氏に相
談した。「“道守” を使用することは全然問題ありません。
一緒にやっていきましょう！」と励ましていただいた。
　当時は新自由主義経済学のいう小さい政府の下，小泉
内閣の郵政民営化の旗印とともに，道路公団民営化や道
路特定財源の一般財源化がなされ，公共事業は 2001 年
11.8 兆円から 2006 年 7.8 兆円に大幅に削減された時代
であった。国立大学も行財政改革の下に法人化された。
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「そんな時代によくも “インフラ” のセンターを創れま
したね」とよく尋ねられる。
　2008 年度文部科学省の科学技術戦略推進費に「観光
ナガサキを支える道守養成ユニット」を申請し採択され
た。インフラ長寿命化センターの活動の第一は 4 コース
で構成される学習ユニット積み上げ方式の道守養成講座

（図-1）である。道守補助員は入門コースであり，道路
の異常に気付ける一般市民を対象とし，インフラの重要
さを啓発することを目的とし実施している。道守補，特
定道守および道守は技術者を対象とした専門コースで，
演習や実習を多く取り入れたカリキュラム（写真-1）を
構築し，それぞれ，点検，診断，マネジメントを担当で
きることを到達レベルとしている。
　道守養成講座の最終年度（2012）の土木学会全国大会

（名古屋大学）での全体討論会は「巨大災害とどう向き
合うか」が主テーマだった。その討論会の最後に金子剛
一氏（当時，中日本高速道路㈱社長）が，「土木学会を
あげてインフラの安全性を検査する機器や手法を早急に
開発してほしい」と訴えられた言葉が忘れられない。中
央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故が起きたのは
その 3 か月後のことだった。国道，高速道路等十分管理
されているはずのインフラで重大事故が生じている。道
路の 9 割は地方自治体管理である。「膨大な数を抱える
地方自治体はどうするのか」が当に大きな課題である。
老朽化は時間の経過とともに必ず進行するので，老朽化
に対するメンテナンスの欠如はいわば人災である。
　笹子トンネルの天井板落下事故を受け，2013 年にイン

フラ長寿命化基本計画が閣議決定され，国土交通省は 5
年に 1 回の橋梁点検を法制化した。また，総務省からは
公共施設等総合管理計画の策定も要請された。
　そのような経緯があって，2015 年に，長崎大学で養成
してきた道守は，国土交通省の「社会資本の維持管理及
び更新を確実にするための民間資格」として，道路施設
の鋼橋，コンクリート橋およびトンネルに対する点検と
診断の担当技術者の業務で登録された。
　これまで道守補助員も含めて約 800 人の道守を養成し，
同時に活躍分野も検討してきた。その中の一つに愛護団
体「道守養成ユニット長崎地区」による道路の見守りパ
トロールがある。年に 4 回長崎市内の清掃をしながら異
常箇所を点検するという活動である。また，道守補以上
の方々は，長崎県の橋梁・防災点検や工業高校生へのイ
ンフラ研修インターンシップの講師として参画してい
る。さらに，JICA 研修事業として，アジア・アフリカ
諸国の土木技術者を対象として，道守補講座相当の研修
にも協力している。「ukiyoe＝浮世絵」，「kaizen＝改善」，

「mottainai＝もったいない」と同じように，道守もその
まま「michimori」と英語になって欲しいと願っている。

3.　道守による直営点検の実績と今後

3.1 長崎県三者合同点検 
　長崎県は約 2 100 橋を管理し，そのうち約 1 600 橋の通
常点検を直営とし，県技術職員，同 OB および道守認定
者からなる「三者合同点検」を 2012 年度から実施して
いる。点検内容は毎年 300～400 の道路橋点検と道路防
災（道路斜面）・トンネル点検で，さらに 2014 年度から
県重点維持管理橋梁（30 橋，特殊橋梁等）点検に特定道
守以上が参加している（写真-2）。点検に先立って毎年，
事前点検研修会を 2 日間開催している。県の振興局単位
で研修会参加者に点検日程の紹介があり，都合がつく道
守認定者が参加している。
　長崎県は三者合同点検を技術伝承による技術力の向上，
人材不足の解消，コスト縮減に大いに貢献していると評
価している。ボランティアとして参加している道守認定
者も三者合同点検への参加を有意義と評価している。そ
の主な理由は研修会への参加で最新の点検技術の情報取
得による点検の質の向上，橋梁・トンネル・道路斜面の
点検フィールドの活用による実務経験の蓄積，産官の技
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図-1　学習ユニット積み上げ方式の道守養成講座

写真-1　トンネル診断のプロジェクト演習 
（左）トンネルの点検，（右）診断のワークショップ

写真-2　長崎県三者合同点検 
（左）西海橋アーチ基部の点検，（右）平戸大橋主塔の点検
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術交流，技術の継承とモチベーションの向上（橋梁建設
を担当した県の OB の橋梁にかける情熱に触れられるこ
と）等である。この取組みのノウハウは今後の市町の直
営点検，補修・補強対策に活用されることが期待される。
3.2 長崎市の 2巡目の橋梁点検

　長崎市は国土交通省による法制化後の 1 巡目の橋梁点
検については初期状態を把握するためにコンサルタント
に発注したが，2 巡目については職員の技術力が不足して
いる中で効率的な点検方法を模索している。試行として
小規模橋梁の点検・補修の効率化および対策の迅速化を
図るために，長崎大学との共同研究により道守認定者と
の連携による点検を行うことで，市職員のスキルアップ
と対策の迅速化に向けた取組みを 2019 年度に着手した

（写真-3）。2019 年度は道守認定者との共同点検を 2 日に
亘って実施し，道守認定者との共同点検により職員の意識
が高まるとともに，この業務の重要性を改めて認識した。
　長崎市は道路の維持管理を行う現場職員を配置してお
り，その職員の点検・診断レベルアップを図り，簡易な
修繕については，現場職員が対応できないかの検討を行
う予定でいる。
　九州では熊本県玉名市が先進的な直営補修を実施して
おり，道守講座にも玉名市職員が参加している。今後各
地で様々な取組みが開始されるが，長崎地区では道守認
定者の技術力とネットワークが役立つことが期待される。

4.　道路異常通報システムの構築と活用

　長崎大学は県内の全道路管理者と「道路異常通報シス
テム」を構築し，道守認定者による道路異常通報を 2010
年度より実施している。この通報システムは専門的な知
識をもった県内各地に居住する道守認定者が，散歩，通
勤中等に異常（ポットホール，ガードレールの破損，照
明柱の腐食，側溝の蓋の破損，橋梁のうき・剥離など）
を発見した場合に，道守シートに発生位置，内容と写真
に記載してセンターに通報するものである。その情報を
センターから連絡を受けた道路管理者が現地を確認して，
対応内容を記載した対応シートをセンターに送付する。
これを通報者にフィードバックするシステムである。道
路管理者は大学との協働による道守認定者からの質が高
い通報が道路の安全・安心と予防保全に役立っていると
評価している。2013 年度に道守シートを PC やスマート
フォンでも利用できるように ICT 化したところ，通報

数は 3 倍程度に増加した（図-2）。

5.　長崎県建設技術研究センター（NERC）にお
ける道守認定者の活用

　長崎県内市町の橋梁点検の委託（図-3）を受けている
（公財）長崎県建設技術研究センター（NERC）は点検を
受託したコンサルタントが道路橋定期点検要領に基づい
て診断した判定区分の適正化と統一化を図ることを目的
として，センター内に「橋梁定期点検結果健全度評価委
員会」を設置している。委員会ではコンサルタントから
提出される損傷写真や所見を確認し，点検要領や構成員
の知見に基づき判定区分を照査している。同委員会の構
成員は建設技術課長，橋梁定期点検業務の管理技術者お
よび技術士もしくは国土交通省の民間資格の診断業務に
登録されている資格のいずれかを有する職員としている。
この委員会にセンターに所属する道守認定者 11 人が参
画している。自治体所属の道守認定者が活躍できる分野
として期待される。

6.　道守養成ユニットの会の活動

　技術者としての道守認定者数は 2019 年 4 月で 379 人
に達している。現場見学会，技術講習会，特別講演会の
開催等による道守認定者のスキルアップ，ネットワーク
形成と活用等の組織的な活動のために，道守認定者の会

「道守養成ユニットの会」が 2017 年度に結成された。
　長崎県には五島，対馬，壱岐地域等の島嶼部が多く，
長崎市での活動に参加しにくいことから，県内を 8 地域

写真-3　長崎市の小規模橋梁の道守と市職員の共同点検

認定後の活動（道守シート）

通報

通報分布

通報をクリック
トップ
新着情報
イベント情報
ポイント履歴
ポイントを申請
通報履歴
通報
カレンダー

①構造物の種類・名称・路線名を選択
②場所を選択
③管理区分（国，県，市，町）を選択
④発生時期の選択
⑤写真を選択
⑥送信

道守シートの ICT 化

図-2　道路異常通報システムの ICT 化

市町橋梁点検一括発注

・各市町の橋梁点検を一括発注

　一括発注の効果

　○統一性のある診断結果

　○事務負担の軽減

令和元年度（実績）：11 市町 354 橋

A市
契約

道路橋定期
点検業務を委託

道路橋
定期点検

現地確認

確認・システム入力

確認

点検結果

診断結果

納品

納品

納品

契約

契約

B 市

C町

市町橋梁点検一括発注のイメージ

ナ

ー

ク

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
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に分けて地域部会の設置によって地域ごとに道守認定者
が集まり，最寄りの自治体等と連携して，道路異常点検
と道路清掃からなる道路見守り活動（写真-4），自主点
検実習（写真-5），研修会等が実施されている。産官の
異業種の道守認定者が会に所属しているため，点検・設
計を担当するコンサルタント業道守認定者と補修工事を
行う施工業道守認定者との連携，点検や補修に関する管
理者との連携が可能になった。
　組織的体制が整ったことにより，岐阜大学，愛媛大学，
山口大学のメンテナンス・エキスパート（ME）との連
携，大学との共同研究，新技術の社会実装，広報活動，
成果報告会に取り組んでいる。会の自立運営のための収
入を伴う活動や道守養成講座の継続のための支援活動も
視野に入れており，その一環として道守認定者が養成講
座の演習，実習，講義を担当し，次世代の道守を養成し
ている。

7.　道守認定者の技術者としての活用の検討

　国土交通省が 2014 年度に道守認定者を民間資格に登
録したことを受け，長崎県建設産業団体連合会が設置し
た産官学連携建設業人材確保育成協議会（2015 年 1 月
開催）に，道守認定者の活用を検討する WG「道守活用
検討部会」を設置した（図-4）。その目的は産官学が連
携して公共インフラ維持管理人材の育成・資格の活用お
よび技術導入・普及を検討することである。
　国土交通省の民間資格に準じた県内での技術者として
の活用が議論され，県および市町村の橋梁点検業務の制
限付き一般競争入札の参加条件や県独自の取組みとして
県総合評価（工事）に関する配置予定技術者の能力にお
ける「配置予定技術者 B」の評価に道守資格が導入され
た。実積によればコンサルタント業は道守資格で橋梁・
トンネルの点検業務を受注している。建設業（施工業）
では維持管理を考慮した工事の技術提案はできているが，
施工の資格でないため受注に結び付いていない。施工に

ついて道守認定者の活用をどのようにするかが課題と
なっており，地域限定のオプションによる活用等が議論
されている。

8.　産学官連携による新技術の開発

　インフラ長寿命化センターでは，道守人材育成事業に
加えて，光学的手法を用いてインフラ構造物の新しい点
検・診断法に関する技術開発も実施している。国土交通
省建設技術開発研究助成による「光学的非接触全視野計
測法によるコンクリート構造物のマルチスケール診断法
の開発（2008-2009）」6）の成果の一部である「PC 構造物の
現有応力を測定するスリット応力解放法の開発」は 2011
年度プレストレストコンクリート技術協会賞，2016 年度
国土技術開発賞をいただいた。
　また，同助成による「光学的計測法を用いた効率的・
低コストな新しい橋梁点検手法の開発（2014-2015）」で
は，3 D レーザスキャナや UAV を用いた SfM 多視点ス
テレオ写真測量による 3 D 計測と FEM，やデジタルカ
メラを用いたたわみ計測，デジタル画像相関法を用いた
鋼材亀裂検知法の開発に取り組んだ（図-5）。これらの

写真-4　道路見守り活動（長崎地域）

写真-5　佐世保市の協力を得た自主橋梁点検実習 
（左）佐世保市による橋梁説明，（右）高所作業車を利用した点検

道守活用検討部会のアウトプットの方向性

長崎県産学官連携建設業人材確保育成協議会において，

「道守活用検討部会」を設けて，活用を検討中（2015 年度～）

検討部会委員；�長崎県，国土交通省，長崎市，長崎県建設技術研究センター（NERC），長崎県建設業協会，�
長崎県測量設計コンサルタンツ協会，道守養成ユニットの会，長崎大学等

項　目 インフラ長寿命化センター

インフラ長寿命化への貢献

道守制度の普及
（コンソーシアム）

道守活用の確立
道守制度システムの向上
SIP インフラ等新技術の研究・
地域実装支援

道守民間資格の活用方法の確立（入札契約制度等）
道守認定制度のバージョンアップと費用負担
SIP インフラ等新技術の地域実装
県内建設業が施工可能な維持管理修繕工法の導入・普及
情報共有システムの一元化

公共インフラの適正な維持管理
システムの構築

多様な体制と連携（NPOほか）

維持管理体制の充実
維持管理システムの向上

地域建設業の仕事の量質の確保

地域ごとの維持管理体制の構築

地域建設業への複数年一括発注
県内建設業が施工可能な工法の
導入と普及

公共機関

公共サービス（安全，快適，負担の低減）の向上

建設業

方向性

検討事項

アウトプット

図-4　道守活用検討部会の検討項目

図-5　光学的計測法による新しい橋梁点検手法開発



Vol.  59,  No.  1,  2021.  1 87

研究開発テーマは，同じ時期（2014）に開始された戦略
的イノベーション創造プログラム（SIP）「インフラ維持
管理・更新・マネジメント技術」（以下，SIP インフラ）
における研究開発課題にも同様なものが多く見受けられ，
我々が目指す方向性に間違いはないことを確認した。
　さらに，「橋梁の移動足場ロボット開発と維持管理プ
ラットフォームの構築（2018-2019）」では，①インフラ
維持管理プラットフォーム，②高フレームレート望遠カ
メラを用いた橋梁たわみ分布計測システム（図-6），③中
小スパン橋梁移動足場ロボットの開発を産学官で進めた。
①は現在も長崎県建設技術研究センターとの共同で実施
しており，②の橋梁たわみ分布計測システムは実橋梁へ
の適用を実施しており，③の移動足場ロボットは模型レ
ベルではあるが実施済である（図-7）。

9.　SIP インフラでの新技術の社会実装

　2016 年に SIP インフラの「アセットマネジメントに関
わる技術の地域への実装支援」に参画した。本事業では
SIP インフラにおける研究開発成果等に関する情報共有・
啓発活動，研究開発成果の自治体等への実装に関する支
援を行うとともに，先端機器を用いて点検・診断ができ
るインフラマネジメント人材育成と技術者としての活動
の場の確保することを目的として実施した（図-1スー
パー道守）。本事業の目標は図-8に示す「超スマート社
会」の実現である。
　少子化，予算減，技術者不足に対処するにはこのよう
な方法を構築するしかない。道守認定者が SIP インフラ
等で開発された最先端の点検・診断技術を用いて維持管
理の業務や工事に従事することにより，施工の省力化・
省人化，品質の確保やコスト縮減，地域建設業の競争力
の向上，雇用の確保等に繋がると期待される。その検討
が長崎県建設業産学官連携事業の道守活用検討部会でも
進められている。SIP インフラ技術事業は，九州・山口
各県の大学・高専の研究者の協力のもとに，SIP インフ
ラ等での開発技術を九州・山口地域に実装するために，
2017（H 29）年度に九州橋梁構造工学研究会（KABSE）
に分科会を設置した。

10.　地域におけるインフラメンテナンス7）

　総額 800 兆円に達するといわれるインフラの効率的な
維持管理・マネジメントを達成するには，
・土木工学と ICRT 技術等の先端技術分野との連携
・現場適応を踏まえた技術のアレンジメント
・エンドユーザーの様々な状況を踏まえた技術仕様
・技術を運用するための含む技術経営的視点
・開発技術の持続的支援体制
が重要で，SIP インフラでは図-9に示すような出口戦略
が求められた。地域においては各県の拠点大学が中心と
なって新しいビジネスモデルを構築することが課題であ

る。しかしながら，ビジネスモデルの構築は大学人が最
も不得意とする分野でもある。
　長崎大学では図-10に示される地域でのインフラ維持

図-6　再帰性反射マーカの動的変位・振動計測実験

②分割

図-7　横移動足場試作確認（横スライド可動）

図-8　世界に先駆けた「超スマート社会」の実現7）

図-9　SIP インフラにおける出口戦略の基本7）

図-10　地域でのインフラ維持管理・更新マネジメント7）
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管理・更新マネジメントを，長崎県，建設業協会，測量
コンサルタンツ協会，建設技術研究センターと協定を結
び，道守運営協議会を継続して運用してきた。この運営
協議会をベースとして，地域でのインフラ維持管理・更
新マネジメントのシステムを構築しなければならない。
インフラのビジネスの特殊性は図-11に示すように，国
や地方自治体管理のインフラと鉄道や電力等の民間イン
フラとのビジネスモデルが異なる。冒頭で紹介した根本
先生の提言と同じである。
　IoT 等の進展は著しく，モニタリングやロボット，走
行車両によるセンシング等の異質な技術をネットワーク
化して包含するプラットフォームの構築が急速に現実味
を帯びてきており，インフラ維持管理を抜本的に革新す
る大きな力となっている7）。地域で効率的にインフラを
維持管理するには，地域住民によるインフラ点検データ
の取得と，それをネットワーク化したプラットフォーム
を構築することにある。
　長崎県においても，図-12に示すように，道路，トンネ
ル，斜面，港湾，河川，ダム，観光，公園等の既存デー
タベースを統合したデータプラットフォームを構築し，

データ利活用を進めていくことを検討している。その中
核になるのが，長崎大学と長崎県建設技術研究センター

（NERC）である。

11.　お わ り に

　長崎県におけるインフラの長寿命化に対する道守講座
や新技術の開発・社会実装への取組みについて紹介した
が，将来は，昨今の頻発かつ激甚化する地震，台風，豪
雨等の自然災害をも考慮したインフラ整備法を検討する
とともに，さらにはコロナ禍でのインフラの整備・長寿
命化にも対処していかなければならない。
　道守養成ユニットの会の結成により，関連機関と道守
認定者の連携による各種の維持管理の取組みが開始され，
戦略的な維持管理に向けて具体的な議論ができる体制が
整った。長崎の道守制度を地域にとって不可欠な存在と
して定着させる段階となったといえる。
　長崎県の方向性を定める「長崎県総合計画チャレンジ
2020」および「長崎県国土強靭化地域計画」にインフラ
の老朽化対策や長寿命化対策は重点事項として位置付け
られ，道守制度の活用が明記されている。次期の長崎県
総合計画にもインフラの戦略的な維持管理を推進する上
で道守制度の活用を掲げ，点検だけでなく，診断，補修
工法の選定等の道守認定者の更なる活用を検討している。
　日本再興戦略や科学技術イノベーション総合戦略で

「安全・便利で経済的な世界に先駆けた次世代インフラ
の構築」が提唱されている。インフラの重要性は，建設
事業に携わる人々だけでなく，広く一般市民の合意とし
て浸透していかなければならない。今年度の土木学会年
次大会での研究討論会はまさに時機を得た企画だった思
う。遥か律令制時代に大化改新の詔で謳われた古代の道

「七道駅路」が造られている。その時には租庸調のほか
に雑徭という労役があった。その労役の遺伝子が “道普
請”，そして “道守” にも繋がっているように思う。
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